










松が丘５丁目地区計画　意見書の概要と市の考え方

法定縦覧での意見の概要 市の考え方
　戸建開発には反対で、ス
ポーツ公園にしてほしかった
が、無理なら将来再開発でき
るよう集合住宅にしてほし
かった。

　しかし、土地も分割されて
いるので、今からでも現実的
にできそうなこととして、車
のスピードの抑制や歩行者専
用などの道路を整備し、省エ
ネ住宅や太陽光パネル、ＥＶ
車、コンポスト、家庭菜園な
どを義務化するような実験的
な都市にしてほしい。

　本地区の土地利用については、本市のまちづくりの方
針である「住みたい・住み続けたいまち」を推進するた
め、良質な住環境を形成すべく、戸建て住宅の建築を条
件とした公募型プロポーザル方式を採用して民間事業者
へ土地を売却し、戸建開発が進められています。

　民間事業者では、「明舞らしさを紡ぐ風景づくり」
「安全・安心で快適な住環境づくり」「幸せがつづくコ
ミュニティづくり」の３本柱をまちづくりのテーマとし
て設定し、歩行者と自動車との安全・安心に配慮した道
路・動線計画やまち全体のエネルギー収支ゼロを目指し
た先進的な住環境計画、太陽光発電（９割以上）・蓄電
池（３割以上）を設置する住まいの防災計画などを掲
げ、開発を進めています。

　なお、本地区を含む明舞地区は、近隣の朝霧公園など
既に公園が適正に確保されていますが、本地区の住民が
容易に利用でき、周辺住民と交流を促す空間を確保する
ため、公園を整備する予定です。

　この度の地区計画案は、本市のまちの目指すべき方向
性を踏まえ、民間事業者と市で協議の上作成したもので
あり、これらの経緯から本地区計画案は妥当であると判
断しています。


